
東海市上下水道事業公告第８号 

 

 東海市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和４７年東海市条例第３９

号）第５条第１項の規定に基づき、別添のとおり令和８年度の下水道事業受益者負担

金賦課対象区域を定める。 

 

  令和８年４月１日 

 

                     東海市長 花 田 勝 重      



 

 

 

 

 

 

 

令和８年度 下水道事業受益者負担金 
 

 

 

賦 課 対 象 区 域 図 



名和町後酉の一部


